
徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業補助金交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）

第２条に規定する困難な問題を抱える女性並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第２項に規定する被害者（以下

「困難な問題を抱える女性等」という。）への支援の充実を図るため、市町村及び民間

団体（以下「団体」という。）が行う困難な問題を抱える女性等への支援に関する専門

的又は先駆的な取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で徳島県困難な問題を抱え

る女性等への支援サポート事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助対象者は、市町村及び次のいずれにも該当する団体とする。

(1) 県内を主な拠点として活動している困難な問題を抱える女性等への支援活動を行っ

ている団体であること。

(2) 事業を開始しようとした時点（申請日）において、過去１年以上の活動実績を有し

ていること。

(3) 補助金を交付することにより、現在実施している困難な問題を抱える女性等への支

援活動が更に充実する見込みがある団体又は現在の支援活動を維持しつつ、新たな支

援活動が展開できる見込みがある団体であること。

(4) 一定の規約等を有し、かつ、代表者及び所在地が明らかであること。

(5) 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

(6) 政治上の主義若しくは施策、又は宗教上の教義を推進し、支持し、又はこれに反す

る活動を行っていないこと。

（交付の対象事業）

第３条 この要綱において対象となる事業は、徳島県困難な問題を抱える女性等への支援

サポート事業選考委員会設置要綱に基づき設置された選定委員会において選定された事

業で、事業内容及び補助対象者は別表１のとおりとする。

（補助対象経費及び補助率又は補助額）

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率又は補助額は、別表２のとおりとする。

（補助金交付申請書等）

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施計画書（様式第２号）

(2) 収支予算書（様式第３号）

(3) 団体概要（様式第４号）

(4) 団体の定款又は規約、役員名簿及び団体の過去１年間の活動がわかる書類（事業実

績報告書及び収支決算報告書等）



(5) その他知事が必要と認める書類

３ 規則第３条の知事の定める期日は、別に定めるものとする。

４ 第１項の申請書を提出する者が、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）における納

税義務者である場合には、第１項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法

に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をい

う。以下同じ。）がある場合には、これを申請額から減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない

場合は、この限りでない。

（補助金の交付の条件）

第６条 規則第５条第１項各号に掲げる事項及び規則第１５条の２に規定する事項は、補

助金の交付の決定の条件となる。

（軽微な変更）

第７条 規則第５条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、補助対象経費の区分相互

間における２０パーセントを超えない金額の増減とする。

２ 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助金額に変更のないもので、

補助事業の目的及び遂行に影響のない事業計画の細部の変更とする。

（変更の承認の申請等）

第８条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようとす

る者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業実施計画書

(3) 収支予算書

(4) その他知事が必要と認める書類

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及

び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

（守秘義務）

第９条 補助事業者は、この事業の実施により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２ 補助事業者は、この補助による事業に従事している者に対し、在職中及び退職後にお

いても当該事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

（現地調査）

第１０条 知事は必要に応じて、補助事業の遂行の状況に関し現地調査を行うことができ

る。



（実績報告書等）

第１１条 規則第１１条の実績報告書は、様式第６号による。

２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施報告書（様式第７号）

(2) 収支決算書（様式第８号）

(3) 参加者の要望や実施の効果等の評価がわかる書類

(4) その他知事が必要と認める書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受

けた日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の３月３１

日のいずれか早い期日までにしなければならない。

４ 第５条第４項ただし書きにより交付の申請を行った補助事業者は、実績報告の提出前

に当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減

額するよう手続を行わなければならない。

５ 第５条第４項ただし書きにより交付の申請を行った補助事業者は、第１項の実績報告

書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税

等相当額が確定した場合においては、消費税等仕入控除税額報告書（様式第９号）によ

り当該金額を速やかに知事に報告しなければならない。

６ 前項の場合において、知事は、補助金を返還させることが相当であると認めるときは、

補助事業者に対して、当該消費税等相当額の全部又は一部に相当する補助金の返還を命

ずるものとする。

（補助金の請求）

第１２条 規則第１２条の規定による通知を受けた市町村以外の補助事業者は、補助金請

求書（様式第１０号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をし

なければならない。

（補助金の支払）

第１３条 知事は、市町村である補助事業者に対しては規則第１２条の規定による補助金

の額の確定の通知をした後、市町村以外の補助事業者に対しては前条の補助金請求書等

を受理した後に、補助金を支払うものとする。

（補助金の概算払）

第１４条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助

事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは補助金請求

書に理由書を添えて知事に提出しなければならない。

（補助金調書等）

第１５条 規則第１６条の補助金調書は、様式第１１号による。

２ 規則第１６条の補助金調書及び帳簿並びに証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了

の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。

（その他）



第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。

附 則

この要綱は、平成２３年６月２４日から施行し、平成２３年度分の補助金から適用する。

徳島県ＤＶ被害者自立支援民間団体活用事業補助金交付要綱（平成２２年６月２５日施

行）は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成２４年６月１４日から施行し、平成２４年度分の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２７年５月１日から施行し、平成２７年度分の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。

２ この要綱の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。



別表１

補助対象事業名 事業内容 補助対象者

一時保護所退所後等において、自立できるまで

ステップハウス等 の間支援するため、困難な問題を抱える女性等 民間団体

運営事業 やその同伴する児童等に住居を提供するなどの

支援を実施する。

困難な問題を抱える女性等やその同伴する児童

心のケア・グルー の自立に向けたカウンセリングや心理的ケアを

プワーク事業 目的としたグループワークを両者に対して並行 民間団体

し継続的に行うなど回復に必要な支援を実施す

る。

危害を受ける恐れがなくなった困難な問題を抱

える女性等に対し、様々な体験活動の中で、親

親子交流セラピー 子間のふれあいや、交流・情報交換を通じて、 民間団体

事業 困難な問題を抱える女性等やその同伴する児童

の心理的ケアを行い、更なる自立に向けた支援

を実施する。

困難な問題を抱え 困難な問題を抱える女性等の自立支援のため、

る女性等自立支援 市町村が民間団体との連携等により、又は、市 市町村

市町村広域連携等 町村の広域連携により、緊急避難場所の確保や

提案事業 退所後の自立支援等の取組を実施する。

民間団体が困難な問題を抱える女性等への支援

のために行う次の各号に掲げる効果的な取組に

対して、支援を実施する。

民間団体提案事業 （１）訪問及び巡回等のアウトリーチ支援 民間団体

（２）居場所の提供

（３）支援者のスキルアップ研修の開催

（４）受講費用助成（ＤＶ加害者更生プログラ

ム支援者養成研修等）

（５）その他、困難な問題を抱える女性等への

支援に効果的な取組



別表２

補助対象事業名 補助対象経費 補助率又は補助額

ステップハウス等 報償費、旅費、需用費（消耗品 ３０万円を限度に知事が定

運営事業 費、燃料費、印刷製本費、光熱 める額

水費）、役務費（通信運搬費、保

管料、保険料）、使用料及び賃借

料、委託料

心のケア・グルー 報償費、旅費、需用費（消耗品 ３０万円を限度に知事が定

プワーク事業 費、燃料費、食糧費、印刷製本 める額

費、光熱水費）、役務費（通信運

搬費、保険料）、使用料及び賃借

料

親子交流セラピー 報償費、旅費、需用費（消耗品 ３０万円を限度に知事が定

事業 費、燃料費、食糧費、印刷製本 める額

費、光熱水費、賄材料費）、役務

費（通信運搬費、保険料）、使用

料及び賃借料、賃金

困難な問題を抱え 報償費、旅費、需用費（消耗品 ３０万円を限度に知事が定

る女性等自立支援 費、燃料費、印刷製本費）、役務 める額（千円未満切捨て）。

市町村広域連携等 費（通信運搬費）、使用料及び賃 ただし、補助金の額は当該

提案事業 借料、委託料 事業に必要な経費のうちこ

の補助金の対象となる経費

の１／２以内とする。

民間団体提案事業 報償費、旅費、需用費（消耗品 ３０万円を限度に知事が定

費、燃料費、食糧費、印刷製本 める額

費、光熱水費、賄材料費）、役務

費（通信運搬費、保管料、保険

料）、使用料及び賃借料、賃金、

負担金（研修の受講費用に係る

ものに限る。）



様式第１号（第５条関係）

第 号

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名

市町村にあっては、市町村名を記載し、

市町村以外の者にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

補助金交付申請書

補助金の交付を受けたいので、徳島県補助金交付規則第３条の規定により、次の

とおり関係書類を添えて申請します。

１ 補助事業名

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

（ 事業）

２ 交付申請額 金 円

３ 事業の目的及び内容

４ 補助事業完了予定年月日

５ 関係書類

（１） 事業実施計画書（様式第２号）

（２） 収支予算書（様式第３号）

（３） 団体概要（様式第４号）

（４） 団体の定款又は規約、役員名簿及び団体の過去１年間の活動がわかる書

類（事業実績報告書及び収支決算報告書等）

（５） その他知事が必要と認める書類

６ 担当者の氏名、連絡先

氏名 連絡先



様式第２号（第５条関係）

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業実施計画書

１ 補助事業名 年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

（ 事業）

２ 事業名（具体的な事業名を記入してください。）

３ 事業の概要（詳細な計画書、チラシ、パンフレット等の資料があれば添付してください。）

４ 事業の実施時期

５ 事業の目的及び効果



ステップハウス等運営事業の場合に記入

６ 開設場所（市町村名）

７ 開設時期 年 月 日から

８ 受入可能世帯数 実 世帯

９ 受入可能人員 実 人（同伴児童 人）

１０ 利用料金

１１ 自立支援体制

(カウンセリングや相談支

援等)

１２ 住居の状況 ※ 見取り図等がありましたら添付してください。

（間取り、広さ、設備等）

１３ 安全性、衛生面、

プライバシー

１４ 関係機関との連携

１５ 夜間の連絡方法



様式第３号（第５条関係）

１．収入

予算額

円

自己資金

寄付金

その他

②小　計

円 　①＋②

２．支出

予算額

補助対象経費 円④小計　　　　　円

補助対象外経費 円⑤小計　　　　　円

円 　④＋⑤

注１）収入合計（③）＝支出合計（⑥）とすること。

注２）経費の内訳欄で記入しきれない場合は、別紙を添付してください。

注３）経費の積算根拠がわかるように記入してください。

注４）委託料・使用料及び賃借料など、必要に応じて料金表や見積書などの資料を添付してください。

注５）②のうち④の支出に充てるものがある場合は、その旨を注記してください。

　　　　年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業収支予算書

区　分 内　　訳

①県補助金

③合　計

区　分 内訳(単価×数量)　（円）

⑥合　計

自
己
資
金
等

　

補
助
対
象
外
経
費

　

補
助
対
象
経
費



様式第４号（第５条関係）

団体概要

年 月 日現在

団体の名称

団体事務局所在地 〒

（連絡先電話番号）

代表者氏名

団体の概要

設立の趣旨

主たる活動分野・内容等

団体の役員構成

団体の会員数 年 月 日現在

人（男性 人、女性 人）

会員の資格

発足年月日 年 月 日（発足総会等の年月日を記入）

年度年間予算額 円 内訳

年会費／人 円

過去３年以内に受けた補助金 有（補助金名等 ）

及び助成金の有無 無

これまでの主な活動・研究実績

（決算書、新聞記事等の資料

があれば添付）

団体の活動が、徳島県のＤ

Ｖ防止及び困難な問題を抱

える女性等への支援に与え

る効果やどんな重要性を持

つかについて記入してくださ

い。



様式第５号（第８条関係）

第 号

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名

市町村にあっては、市町村名を記載し、

市町村以外の者にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

変更（中止・廃止）承認申請書

に要する経費の配分の変更
補助事業 の内容の変更 の承認を受けたいので、徳島県困難な問題

の中止（廃止）

を抱える女性等への支援サポート事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のと

おり関係書類を添えて申請します。

１ 補助事業名

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

（ 事業）

２ 補助金の交付の指令番号

年 月 日付け徳島県指令 第 号

３ 関係書類

（１） 理由書

（２） 事業実施計画書（様式第２号）

（３） 収支予算書（様式第４号）

（４） その他知事が必要と認める書類

４ 担当者の氏名、連絡先

氏名 連絡先



様式第６号（第１１条関係）

第 号

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名

市町村にあっては、市町村名を記載し、

市町村以外の者にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業実績報告書

補助事業が完了したので、徳島県補助金交付規則第１１条の規定により、次の

とおり関係書類を添えて報告します。

１ 補助事業名

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

（ 事業）

２ 補助金の交付指令番号

年 月 日付け徳島県指令 第 号

３ 補助事業完了年月日

４ 関係書類

（１） 事業実施報告書（様式第７号）

（２） 収支決算書（様式第８号）

（３） 参加者の要望や実施の効果等の評価がわかる書類

（４） その他知事が必要と認める書類

５ 担当者の氏名、連絡先

氏名 連絡先



様式第７号（第１１条関係）

年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業実施報告書

１ 補助事業名 年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業

（ 事業）

２ 事業名（具体的な事業名を記入してください。）

３ 事業の目的

４ 事業の内容（事業に応じて、内容・回数、日程、講師や広報等を具体的に記入

してください。チラシ、パンフレット、事業報告書等の資料があれば添付してく

ださい。）

５ 事業実施による具体的な効果や成果



ステップハウス等運営事業の場合に記入

６ 開設場所（市町村名）

７ 開設時期 年 月 日から

８ 利用料金

９ 自立支援体制

(カウンセリングや相談

等)

１０ 受入人数と期間 １ 月 日～ 月 日

実 人（同伴児童 人）

延べ 人（同伴児童 人）

２ 月 日～ 月 日

実 人（同伴児童 人）

延べ 人（同伴児童 人）

３ 月 日～ 月 日

実 人（同伴児童 人）

延べ 人（同伴児童 人）

（うち、県内に住民票がある被害者世帯数 世帯）

１１ 住居の状況 ※ 見取り図等がありましたら添付してください。

（間取り、広さ等）

１２ 安全性、衛生面、

プライバシー

１３ 関係機関との連携

１４ 夜間の連絡方法



様式第８号（第１１条関係）

１．収入

金　額 内　　訳

円

自己資金

寄付金

その他

②小　計

円 　①＋②

２．支出

金　額 内訳(単価×数量)　（円）

補助対象経費 円 ④小計　　　　　円

補助対象外経費 円 ⑤小計　　　　　円

円 　④＋⑤

注１） 収入合計（③）＝支出合計（⑥）とすること。

注２）

注３） ②のうち④の支出に充てるものがある場合は、その旨を注記してください。

　　　年度徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業収支決算書

区　分

①県補助金

③合　計

区　分

⑥合　計

自
己
資
金
等

　

補
助
対
象
外
経
費

民間団体は補助対象経費に係る支出をしたことを証明する団体あての領収書
等（コピー可）を添付すること。

 
補
助
対
象
経
費



様式第９号（第１１条関係）

第 号

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名

市町村にあっては、市町村名を記載し、

市町村以外の者にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載

徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業補助金に係る

消費税等仕入控除税額報告書

令和 年 月 日付け徳島県指令 第 号で交付決定を受けた徳島県困難な

問題を抱える女性等への支援サポート事業補助金（以下「補助金」という。）について、徳

島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業補助金交付要綱第１１条第５項に

基づき、次のとおり関係書類を添えて報告します。

１ 徳島県補助金交付規則第１２条に基づく確定額

（令和 年 月 日付け徳島県指令 第 号による額の確定通知額）

金 円

２ 補助金の確定時に減額した消費税等仕入控除税額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した補助金に係る消費税等仕入控除税額

金 円

４ 補助金返還相当額（３の金額から２の金額を減じて得た額） 金 円

５ 添付書類

（１） ３の消費税等仕入控除税額に係る確定申告書の写し（確定申告後に修正申告

等を行った場合には、その修正申告書等の写し）

（２） ３の消費税等仕入控除税額の積算内訳

（３） その他参考となる資料

６ 担当者の氏名、連絡先

氏名 連絡先



様式第１０号（第１２条、第１４条関係）

受理日付印

補 助 金 請 求 書

請求日 年 月 日

徳 島 県 知 事 （ 廨 長 ） 殿
かい

請 求 者

住 所

氏 名
(法人名及び代表者名)

右 の 金 額 を 請求 円請求します。 金額

摘 要

補 助 事 業 名

補 助 指 令 金 額

補助指令年月日

補 助 指 令 番 号

既 受 領 額

補 助 額 今回請求額

残 額

請 求 区 分 １ 精 算 ２ 概 算

口座振込先

金融機関名（ ） 店舗名（ ）

預金種別（１普通 ２当座 ９その他）

口座番号 （右づめ）

口座名義（カタカナ書き）

（ ）

発行責任者及び担当者（個人の場合は、担当者欄に連絡先のみ御記入ください。）

氏 名 連絡先

発行責任者

担当者



うち補助金 うち補助金 翌　年　度 うち補助金

相　当　額 相　当　額 繰　越　額 相　当　額

徳島県困難な問題を抱え
る女性等への支援サポー
ト事業
（           　　　　　事業）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備   考

様式第１１号（第１５条関係）

  年度　徳島県困難な問題を抱える女性等への支援サポート事業補助金調書

市　　　町　　　村　　　名（　　　　　　　　　　　　　　　）

歳　　　入 歳　　　出

１   「補助事業名」欄には、補助事業の名称のほか、当該補助事業に要する経費の配分を記載すること。

２   「科目」欄には、歳入にあっては款、項、目及び節を歳出にあっては、款、項及び目をそれぞれ記載すること。ただし、「補助事業名」欄に特記した経費に対応する

　市町村の歳出予算の経費が目の内訳の経費であるときは、「歳出」の「科目」欄には、その目の内訳までを記載すること。

３   「予算現額」欄には、歳入にあっては当初予算額、補正予算額等に区分してそれぞれの額を、歳出にあっては当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額等に

　区分してそれぞれの額を記載すること。

４   「備考」欄には、参考となるべき事項を適宜記載すること。

５   補助事業に係る市町村の歳出予算額の繰越し（歳出予算額の一部又は全部を執行せず、その執行しなかった部分の額に相当する金額を新たに翌年度予算に計上する場合

　を含む。）が行われた場合における翌年度に行われる当該補助事業に係る補助金についての調書の作成は、本表に準じて別に作成すること。この場合には、「歳入」の

　「科目」欄に「前年度繰越金」の区分を設け、その「予算現額」及び「収入済額」の数字の下に、それぞれ補助金額を括弧書きで二段書きにすること。

県

備　　考

補助事業名 交付決定額 補助率 科　目 予算現額 収入済額 科　目 予算現額 支出済額


